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全 ト 協

県 ト 協

適 正 化

支 部

青 年 部 会

陸 災 防

お 知 ら せ

引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）認定事業者を発表……………………………
鈴木副知事に年頭あいさつ………………………………………………………………………
令和４年度 第６回理事会を開催………………………………………………………………
2023年度優良従業員被表彰者の推薦について………………………………………………
第２回交付金委員会を開催………………………………………………………………………
令和４年度各種助成事業の申請期限について…………………………………………………
会員だより…………………………………………………………………………………………
２月の行事予定……………………………………………………………………………………
164事業所が新たにＧマーク認定………………………………………………………………
Ｇマーク認定ステッカーの適切な使用について………………………………………………
安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）に係る主な輸送品目及びホームページのリンクについて…
令和４年度陸運事業者のための安全マネジメント研修（2回目）を開催…………………
支部だより…………………………………………………………………………………………
青年部会が令和４年度「勉強会」を開催………………………………………………………
『車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育講習』『積卸し作業指揮者安全教育講習』の開催ご案内…
厚生労働大臣に「全国フォークリフト運転競技大会優勝（厚生労働大臣賞）」を報告……
第２回「安全衛生レベルアップ支援事業」研修会を開催………………………………………
技能講習等実施予定………………………………………………………………………………
トラック運転者の改善基準告示が改正されます！……………………………………………
交通事故統計………………………………………………………………………………………

　佐藤 信成 会長以下５名（蓬田 隆信 副会長、荒川 孝一 
専務理事、田母神 正広 常務理事、清野 隆 事務局長兼総務
部長、藤家 義弘 業務部長）は副知事への年頭のあいさつで
１月６日㈮に福島県庁を訪問した。
　佐藤会長は鈴木 正晃 副知事に対しトラック運送業界にお
ける2023年の諸課題等について説明。
　特に労働環境の改善に優先的に取り組み、適正な料金に
ついて荷主などに理解を求めるための広報活動にも力を入
れたいと力強く語った。　
　また、福島県庁以外にも福島運輸支局、福島県自動車会議所、福島県警察本部、福島労働局、福島民
報社、福島民友新聞社へ訪問し、トラック運送業界への更なる支援及び協力について要請した。　

鈴木副知事に年頭のあいさつ鈴木副知事に年頭のあいさつ鈴木副知事に年頭のあいさつ県 ト 協県 ト 協
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専務理事、田母神 正広 常務理事、清野 隆 事務局長兼総務
部長、藤家 義弘 業務部長）は副知事への年頭のあいさつで
１月６日㈮に福島県庁を訪問した。
　佐藤会長は鈴木 正晃 副知事に対しトラック運送業界にお
ける2023年の諸課題等について説明。
　特に労働環境の改善に優先的に取り組み、適正な料金に
ついて荷主などに理解を求めるための広報活動にも力を入
れたいと力強く語った。　
　また、福島県庁以外にも福島運輸支局、福島県自動車会議所、福島県警察本部、福島労働局、福島民
報社、福島民友新聞社へ訪問し、トラック運送業界への更なる支援及び協力について要請した。　

鈴木副知事に年頭のあいさつ鈴木副知事に年頭のあいさつ鈴木副知事に年頭のあいさつ県 ト 協県 ト 協

　【報告事項】
報告事項の１
令和４年度安全性評価事業申請結果について
2022年度安全性評価事業所（Gマーク）の認
定について報告した。

報告事項の２
「標準的な運賃」届出状況について
１月20日現在の県内届出状況及び12月末までの
東北ブロック内の届出状況について報告した。

報告事項の３
物流セミナーについて
令和４年度物流セミナーの開催について報告した。

報告事項の４
初任運転者講習会の運用について
初任運転者講習会の運用について報告した。

報告事項の５
令和４年度各種助成事業執行状況について
令和４年度各種助成事業執行状況について報告した。

報告事項の６
令和５年度以降の広報誌「わだち」について
令和５年度以降、広報誌「わだち」が隔月発
行になる旨、報告した。

報告事項の７
令和５年度エコタイヤ導入助成事業について
令和５年度のエコタイヤ導入助成事業制度
について報告した。

報告事項の８
令和４年度年末年始安全総点検表（自動車輸
送関係）集計報告書について
令和４年度年末年始安全総点検表（自動車
輸送関係）集計報告書について報告した。

報告事項の９
労働時間管理セミナーの結果について
支部主催「労働時間管理セミナー」の実施
結果について報告した。

報告事項の10
燃料価格高騰に伴う対応について
福島県及び県内各市町村の燃料価格高騰に
伴う対応について報告した。

報告事項の11
定款第26条第７項による職務執行報告について
令和４年度現在までの事業報告、行事経
過、収支計算書対前年度の比較状況につい
て報告した。

　【議　　題】
１号議案
令和５年度事業計画骨子（案）について
令和５年度の策定基調、事業計画における最重
点・重点施策について提案し可決された。

２号議案
各種規程の改廃に関する条文設定について
各種規程の改廃に関する条文設定について提案
し可決された。

３号議案
令和５年度定時総会の開催（案）について
令和５年度定時総会の開催（案）について提案
し可決された。

４号議案
福島県交通遺児奨学基金への寄贈（案）について
福島県交通遺児奨学基金への寄贈（案）につ
いて提案し可決された。

５号議案
入会会員及び退会会員について
３社の入会、４社の退会が可決された。
（承認後会員数1,249（賛助会員277含む））

そ　の　他
今後の行事予定について
県ト協本部及び各支部の予定を説明した。

　福島県トラック協会令和４年度第６回理事会が１月23日㈪に郡山市「県中研修センター」におい
て、理事28名、監事５名が出席し開催された。

令和４年度 第６回理事会を開催令和４年度 第６回理事会を開催令和４年度 第６回理事会を開催県 ト 協県 ト 協
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　標記表彰については、本年度も次の内容にて実施いたしますので、下記の優良従業員被表彰者推
薦書にて所属支部へ推薦いただくようお願いいたします。

１．推薦締切日　　2023年３月1日㈬　所属支部必着
２．推薦の基準　　勤続が10年以上継続しており、なおかつ、５年以上無事故・無違反である

優良従業員とし、１事業所２名までとする。
　　　　　　　　　　　※いわき支部では支部長表彰受賞者からの選考となっております。

３．表彰について　受賞者は（公社）福島県トラック協会定時総会において表彰されます。
　　　　　　　　　　※後日、各支部より表彰状及び記念品が配布されます。
４．そ　の　他
　⑴　各支部で上限数を定め、表彰総数120名を基準とし、理事会において最終選考をおこないます。
　⑵　推薦名簿には、順位を付してください。また、各項目とも脱落のないよう記入してください。

特に、職名・勤続年数・無事故・無違反年数の記入漏れのないようにしてください。
　　　㊟過去に本表彰を受けられた方は除外としますので、重複のないようご注意ください。
　⑶　被推薦者氏名の字画は間違いのないよう正確に記入してください。
　⑷　無事故・無違反については、特に証明書の添付は不要としますが、所属事業所において十

分に確認のうえ、申請してください。

2023年度優良従業員被表彰者の推薦について2023年度優良従業員被表彰者の推薦について2023年度優良従業員被表彰者の推薦について県 ト 協県 ト 協

優良従業員被表彰者推薦書

〔所属事業所名〕〔職　　名〕
氏　名（ふりがな）
生年月日（歳）

昭和　　年　月　日生（　歳）
平成　　　　　　　　　　　　　　

昭和　　年　月　日生（　歳）
平成　　　　　　　　　　　　　　

推薦
順位

勤続
年数

無事故
年　数

推　薦　理　由
表　　彰　　歴

〔　　　　　　　〕〔　　　　〕

ふりがな

氏名

推薦理由

表 彰 歴

〔　　　　　　　〕〔　　　　〕

ふりがな

氏名

推薦理由

表 彰 歴

支部長 様
事業所名
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優良従業員被表彰者推薦書

〔所属事業所名〕〔職　　名〕
氏　名（ふりがな）
生年月日（歳）

昭和　　年　月　日生（　歳）
平成　　　　　　　　　　　　　　

昭和　　年　月　日生（　歳）
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推薦
順位

勤続
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表　　彰　　歴

〔　　　　　　　〕〔　　　　〕

ふりがな

氏名

推薦理由

表 彰 歴

〔　　　　　　　〕〔　　　　〕

ふりがな

氏名

推薦理由

表 彰 歴

支部長 様
事業所名

　令和４年度各種助成事業の執行状況につきましてはホームページにより随時お知らせしているところです
が、助成事業によっては、早期に予算額を超過しているものがある一方、まだ予算額まで達しない助成事業
も見受けられるところであります。
　今年度における助成金交付申請書の提出期限が令和５年２月28日㈫と差し迫っておりますので、助
成金要件に該当する場合は速やかに交付申請書を提出してください。
　なお、助成事業に係る内容、予算額及び申請手続き等でご不明な点が
ありましたら、福島県トラック協会 業務部までご連絡をお願いいたします。

令和４年度各種助成事業の申請期限について令和４年度各種助成事業の申請期限について令和４年度各種助成事業の申請期限について県 ト 協県 ト 協

　本年度の第２回目となる交付金委員会が、１月27日㈮に委員９名が出席し郡
山市「県中研修センター」において開催された。
　菅野 高志 委員長のあいさつに続き、議題である「令和４年度交付金特別会計
に係る予算等の進歩状況」、「令和５年度交付金特別会計に係る予算等の方向
性」について事務局の説明を受けた後、各委員による活発な協議が行われた。

第２回交付金委員会を開催第２回交付金委員会を開催第２回交付金委員会を開催県 ト 協県 ト 協

会 員 だ よ り

会員名簿変更

支 部 事業所名
東北福山通運㈱郡山南営業所
田中建材輸送㈱福島営業所

県南
相双

退会会員事業所

ページ 変更事項事業所名 新 旧
丹治寛記
須江　明
郡山砕石運輸㈱
遠藤秀樹
渡部　敦
渡部　敦
㈱MITUWA東北支店
975-0037
南相馬市原町区北原字大塚139-4
佐藤将人

武藤正男
千坂　望
郡山砕石㈱
鈴木宏幸
渡部　貞
渡部　貞
㈱MITUWA東北営業所
975-0039
南相馬市原町区青葉町3丁目62-2
吉田一己

㈱福島北桑運輸
㈱クリエイト福島営業所
郡山砕石運輸㈱
㈱サンファミリー福島営業所
只見郵便運送㈲郡山営業所
只見郵便運送㈲

㈱MITUWA東北支店

㈲吉田工業運輸

6
14
15
16
26
39

47

48

事業所名

事業所名

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

郵便番号
住　　所

新賛助会員事業所
支部 代表者名事業所名
県南
〃
会津
相双
いわき

南東北福山通運㈱郡山南営業所
南東北福山通運㈱福島物流センター
南東北福山通運㈱会津西営業所
南東北福山通運㈱原町営業所
南東北福山通運㈱いわき流通センター

善方礼保
常松　亮
宗形信一
渡部裕司
丹　俊美

郵便番号
962-0403
962-0403
965-0062
975-0032
971-8124

車両台数住　所
須賀川市滑川字中津沢26-1
須賀川市滑川字中津沢14
会津若松市神指町大字北四合横沼東120
南相馬市原町区桜井町1-127
いわき市小名浜住吉字袋40

41
7
11
11
9

TEL.０２４－５５８－７７５５
音声ガイダンス　⇨　１番（業務部）

支 部 事業所名
東北福山通運㈱福島物流センター
東北福山通運㈱原町営業所

県南
相双

賛助会員退会事業所
支 部 事業所名

東北福山通運㈱会津西営業所
東北福山通運㈱いわき流通センター

会津
いわき
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株式会社ケー・アンド・ワイ　本社営業所
常磐ニット株式会社　本社営業所
株式会社ゼロ・プラス関東　郡山カスタマーサービスセンター
有限会社大成産商　本社営業所
只見郵便運送有限会社　郡山
中央ロジテック株式会社　相馬営業所
東北クリーン運輸株式会社　本社
東北乳運株式会社　郡山営業所
日本通運株式会社　福島警送事業所　福島警送課
株式会社仁和運送　福島営業所
東日本エア・ウォーター物流株式会社　二本松営業所
福島通商株式会社　泉営業所

株式会社福島輸送　若松 
マイスター株式会社　本社 
丸中運輸有限会社　本社 
ヤマト運輸株式会社　会津田島営業所 
株式会社ライズジャパン　郡山営業所 
ラクダ運輸株式会社　福島営業所 
株式会社ワタナベ運送　本社 
有限会社渡辺運送　本社 
 ＳＢＳゼンツウ株式会社　いわき営業所
 ＳＢＳゼンツウ株式会社　相双営業所
 トランコムＴＳ株式会社　棚倉営業所

2022年度貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマーク）は昨年７月に申請受付を行い、トラッ
ク運送事業者の交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価し、福島県内においては一定
の基準をクリアした164事業所が認定を受けた。
福島県適正化事業実施機関（佐藤 信成 実施本部長）は１月16日㈪に福島市「福島研修セン
ター」で安全性評価事業認定証授与式を開催し、新規に認定を受け、審査で高い評価を受けた事業
所に認定証を交付した。これを受けて、㈱ケー・アンド・ワイ本社営業所 上田 由幸 社長が代表者
決意表明を行い、「Ｇマーク制度の重要性を再認識し、安心・安全な輸送第一に優良事業所として
更なる資質向上を目指します」と宣言した。
この貨物自動車運送事業安全性評価事業は、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくする
とともに、事業者全体の安全性の向上に対する意識を高めるための環境整備を図るため、事業者の
安全性を正当に評価・認定・公表する制度で、今回の事業所の認定を含め福島県内の認定事業所数
は551事業所、取得率は県内全事業所数の33.1％となった。

164事業所が新たにＧマーク認定164事業所が新たにＧマーク認定164事業所が新たにＧマーク認定適 正 化適 正 化

認定証授与式出席事業所

【認定証を授与される上田社長】 【佐藤本部長と授与式出席事業所】

新規： 23事業所（有効期間：２０２3年１月１日から２年間）  　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）

２０22年度認定事業所  

株式会社ケー・アンド・ワイ　本社営業所
NXキャッシュ・ロジスティクス株式会社　福島センター

事 業 所 名
東日本エア・ウォーター物流株式会社　二本松営業所
ラクダ運輸株式会社　福島営業所

非会員
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　Ｇマーク制度の信頼性を維持するためにも、車両に貼付される「Ｇマーク」ステッカー
の適切な使用をお願いします。
　以下の「Ｇマーク」ステッカーの貼付は不正使用となり、是正されない場合は認定を
取り消します。

適切ではない使用例

※２０２３年 1 月以降に貼付されている場合 

有 効 期 限 が 過 ぎ た
ス テ ッ カ ー の 貼 付

有 効 期 限 を 隠 滅 し た
ス テ ッ カ ー の 貼 付

車両を売却する際には「Ｇマーク」ステッカーを剝がしていただく等、
Ｇマーク認定事業所が正しく認知されるようにして下さい。

G マーク認定ステッカーの適切な使用について！ ！

「Gマーク」ステッカー貼付車両による法令違反や法定速度超過、無理な割り込みや無謀運
転等の悪質な行為に対する苦情、問合せが多発しております。
Ｇマーク制度の信頼性を維持するため、安全性優良事業所が他事業所の模範となるよう所
属ドライバーに対する指導・教育の更なる徹底をお願いするとともに、安全運行の徹底方
お願い致します。
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　安全性優良事業所に認定されている事業所は、全日本トラック協会のホームページで事業所名・住
所・電話番号を公表しておりますが、荷主企業等に対する安全性優良事業所の更なるＰＲ活動に繋げ
るため、安全性優良事業所の任意参加により、全日本トラック協会ホームページに当該事業所の
①主な輸送品目の掲載　②ホームページのリンクの２点を追加することが可能となっております。
　ホームページに掲載、リンクを希望される事業所につきましては、専用の申込書に必要事項を記
入のうえ「県ト協適正化事業部」までご送付ください。

※申込書は、全日本トラック協会ホームページよりダウンロードすることができます。

適 正 化適 正 化 安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）に係る
主な輸送品目及びホームページのリンクについて
安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）に係る
主な輸送品目及びホームページのリンクについて
安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）に係る
主な輸送品目及びホームページのリンクについて

　令和４年度陸運事業者のための安全マネジメント研修を
１月12日㈭に郡山市「県中研修センター」にて陸上貨物運
送事業労働災害防止協会 福島県支部と福島県トラック協会
の共催で開催した。
　61名の会員事業者が参加した研修では陸上貨物運送事業
労働災害防止協会　安全管理士 堀野 弘志 氏から運輸安全
マネジメントと労働安全衛生マネジメントシステムガイド
（以下、「RIKMS」）の概要、一体的運用方法、リスクア
セスメントについて説明された。
　参加者は運輸安全マネジメント、RIKMS、２つのマネジ
メントを一体的に運用することによって、事故や労働災害
リスク低減につながることを学んだ。

適 正 化適 正 化 令和４年度陸運事業者のための
安全マネジメント研修（２回目）を開催
令和４年度陸運事業者のための
安全マネジメント研修（２回目）を開催
令和４年度陸運事業者のための
安全マネジメント研修（２回目）を開催

　青年部会（鈴木 孝雄 部会長）は12月23日㈮に郡山市
「ホテルプリシード郡山」において青年部会員28名が参
加し勉強会を開催した。
　講師に働き方改革支援センター 丹治 正夫 氏、田部 良
夫 氏をお招きし、「残業代未払請求リスク防止賃金制度
の改善」について講演が行われた。部会員は残業代未払
請求リスク防止や未払残業訴訟対応、賃金制度改善の方
法などについて理解を深めた。

青年部会が令和４年度「勉強会」を開催青年部会が令和４年度「勉強会」を開催青年部会が令和４年度「勉強会」を開催青年部会青年部会
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2022年度は41事業者（129事業所）を認定！
　　　総認定事業者数は354事業者（1,676事業所）に!!

◎制度の目的、概要、認定状況

◎引越事業者優良認定制度の目的は、以下の３つを柱としています。
　

◎申請資格

◎審査基準

◎引越優良事業者の有効期間 2023年１月１日～2025年12月31日までの３年間

本件の問合せ先　（公社）全日本トラック協会　輸送事業部　ＴＥＬ ： ０３－３３５４－１０３８

引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）認定事業者を発表引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）認定事業者を発表引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）認定事業者を発表全 ト 協全 ト 協

 引越事業者優良認定制度は、消費者に安
心・安全な引越サービスを提供する事業者
の情報を提供し、引越における苦情やトラ
ブルの防止を目指すことを目的として、
2014年度に創設し、引越事業者または引越
事業者で構成する共通の引越サービス名称
を使用するグループを認定の単位として、
客観的に評価・認定している。（公社）全
日本トラック協会（坂本 克己 会長）は、
2022年12月16日㈮に「引越事業者優良認定
制度（引越安心マーク）」の認定事業者を
発表した。
　今年度は、引越サービス名称単位で申請
総数43事業者（181事業所）のうち41事業

者（129事業所）を引越優良事業者に認定し
た。そのうち新規認定は11事業者（20事業
所）、更新認定は30事業者（109事業所）。
　これにより、これまで認定された事業者
と併せて354事業者（1,676事業所）が「引
越優良事業者」として認定を受け、車両の
ステッカーや宣伝媒体などに「引越安心
マーク」を使用することを許可されること
となる。
　なお、引越優良事業者は、共通の引越
サービス名称内の事業所に対する全てのお
客様からの相談等を受け付ける窓口を設置
し、約款や関係法令などに 沿ったお客様対
応を行うことが義務づけられている。

⑴　安全・安心な事業者の見える化
　事業者の責任を明確化し、消費者が
安心して引越を委託することができる
事業者を選択しやすい環境をつくる。

⑵　引越業界全体のコンプライアンスの向上
　貨物自動車運送事業法や標準引越運
送約款、消費者関係法令等の遵守を誓
約し、その体制が整っている事業者を

認定することにより、引越業界全体の
コンプライアンスの向上を目指す。

⑶　引越における苦情やトラブルの防止
　苦情やトラブルを未然に防ぐための
社内教育や責任ある対応ができる体制
等が整っている事業者を認定すること
により、引越における苦情やトラブル
の防止を目指す。

⑴　引越に関わる全ての事業所（営業所）
に、全日本トラック協会が2019年度以
降に行った引越管理者講習を修了した
者が1 名以上在籍していること。

⑵　引越に関わる全ての事業所(営業所)が、
「安全性優良事業所」（Ｇマーク認定
事業所）であること、又は別途定める
「安全性優良事業所」に準ずる取扱い
を行う審査基準を満たしていること。

⑴　引越における約款を遵守していること
⑵　苦情等に対する対応体制及び責任の所
在の明確化を図っていること

⑶　適切な従業員教育を行っていること
⑷　引越関係法令の遵守していること

⑸　適正な廃棄物処理等を行っていること
⑹　適切な個人情報の取扱いを行っている
こと

⑺　制度の信用を損なう行為又は信用を損
なう恐れのある行為がないこと

　安全性優良事業所に認定されている事業所は、全日本トラック協会のホームページで事業所名・住
所・電話番号を公表しておりますが、荷主企業等に対する安全性優良事業所の更なるＰＲ活動に繋げ
るため、安全性優良事業所の任意参加により、全日本トラック協会ホームページに当該事業所の
①主な輸送品目の掲載　②ホームページのリンクの２点を追加することが可能となっております。
　ホームページに掲載、リンクを希望される事業所につきましては、専用の申込書に必要事項を記
入のうえ「県ト協適正化事業部」までご送付ください。

※申込書は、全日本トラック協会ホームページよりダウンロードすることができます。

適 正 化適 正 化 安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）に係る
主な輸送品目及びホームページのリンクについて
安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）に係る
主な輸送品目及びホームページのリンクについて
安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）に係る
主な輸送品目及びホームページのリンクについて

　令和４年度陸運事業者のための安全マネジメント研修を
１月12日㈭に郡山市「県中研修センター」にて陸上貨物運
送事業労働災害防止協会 福島県支部と福島県トラック協会
の共催で開催した。
　61名の会員事業者が参加した研修では陸上貨物運送事業
労働災害防止協会　安全管理士 堀野 弘志 氏から運輸安全
マネジメントと労働安全衛生マネジメントシステムガイド
（以下、「RIKMS」）の概要、一体的運用方法、リスクア
セスメントについて説明された。
　参加者は運輸安全マネジメント、RIKMS、２つのマネジ
メントを一体的に運用することによって、事故や労働災害
リスク低減につながることを学んだ。

適 正 化適 正 化 令和４年度陸運事業者のための
安全マネジメント研修（２回目）を開催
令和４年度陸運事業者のための
安全マネジメント研修（２回目）を開催
令和４年度陸運事業者のための
安全マネジメント研修（２回目）を開催

　青年部会（鈴木 孝雄 部会長）は12月23日㈮に郡山市
「ホテルプリシード郡山」において青年部会員28名が参
加し勉強会を開催した。
　講師に働き方改革支援センター 丹治 正夫 氏、田部 良
夫 氏をお招きし、「残業代未払請求リスク防止賃金制度
の改善」について講演が行われた。部会員は残業代未払
請求リスク防止や未払残業訴訟対応、賃金制度改善の方
法などについて理解を深めた。

青年部会が令和４年度「勉強会」を開催青年部会が令和４年度「勉強会」を開催青年部会が令和４年度「勉強会」を開催青年部会青年部会
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　　　 　県北支部が福島北地区交通安全協会へ寄付金を贈呈

　県北支部（蓬田 隆信 支部長）は12月21日㈬に福島市「福島
北警察署内」において、自転車のヘルメット着用促進を目的に
福島北地区交通安全協会 佐藤 吉昭 会長へ自転車用ヘルメット
の購入代金として10万円を寄付した。
　当活動は４月１日㈯から努力義務化される自転車のヘルメット着
用促進の一環として行われたもので、購入したヘルメットは福島北
警察署主導のもと地元高校などに配布される予定となっている。

　　　 　県中支部が安全祈願祭を開催
　県中支部（小野田 弘明 支部長）は１月13日㈮に郡山
市「郡山ビューホテルアネックス」において、安全祈願
祭を開催した。
　例年、安全祈願祭と賀詞交歓会を兼ねて本行事を開催
していたが、本年はコロナ禍の影響により県中支部役員
のみで執り行われた。当日は支部役員20名、事務局３名
が出席し本年の無事故・無災害を祈願した。

　　　 　会津支部が安全大会を開催
　会津支部と陸災防会津分会（菅野 高志 支部（分会）
長）共同開催の安全大会が１月14日㈯に会津若松市「ル
ネッサンス中の島」において開催され、45名が参加した。
　大会では優良管理者３名、優良従業員10名に対する表彰
式が行われ、受賞者を代表し福島運送㈱若松営業所 大関 
完治 さんが謝辞を述べ、安全宣言を全会一致で採択した。
　続いて交通事故防止コンサルタント 上西 一美 氏によ
る「管理者が知っておきたい交通事故のポイント」の講演が行われ大会を終了した。

　　　 　いわき支部が安全運転ドライバー研修会を開催
　いわき支部（松尾活秀支部長）は１月14日㈯にいわき市
「タイヘイドライバーズスクール」において会員事業所ドライ
バーを対象に通算48回目（今年度４回目）となる、安全運転
ドライバー研修会を午前・午後の部に分け開催した。
　研修会には総勢16名のドライバーが参加し、座学（動画視聴、
交通法規考査と解説）、実技（コース走行等）の講義が行われた。
 当研修会は令和５年度も年４回（４月、７月、11月、１月）開催する
予定となっている。

支部だより支部だより支部だより支　部支　部

【安全祈願祭の様子】
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　　　 　いわき支部が「フラシティいわき」ラッピングトラック出発式に参加
　いわき支部（松尾 活秀 支部長）は12月24日㈯にいわき市「小名浜アクアマリンパーク」におい
て、いわき市シティセールス推進協議会が主催した出発式に参加した。
　本事業はいわき市創生推進課から市のブランドイメージ「フラシティいわき」のラッピングを施
すトラックの提供を依頼されたもので、支部を代表して岡田陸運㈱、新富運輸㈱、磐栄運送㈱の3社
から１台ずつ車両を提供した。（磐栄運送㈱は昨年から引き続き２回目）
　式では高校生フラガール・フラボーイの笑顔といわき市の名所がラッピングされた各々の車両が
お披露目され、関係者の挨拶、テープカットが行われた。
　今回のラッピング車両は今後、首都圏を中心に走行し、市が掲げるブランドイメージを県内外にPRしていく。

　　　 　いわき支部が「運行管理者試験対策勉強会」を開催
　いわき支部（松尾 活秀 支部長）は１月25日㈬にいわき
市「いわき方部共同休憩所」において、平中央自動車学校
協力のもと、「いわき支部運行管理者試験対策勉強会」を
開催した。
　当勉強会はいわき地区の運送事業者（非会員含む）を対
象としており、当日は15名が受講した。
　令和４年度第２回目の運行管理者試験は令和５年２月18
日㈯～3月19日㈰の期間で実施される。

　　　 　いわき支部が「新春セミナー」を開催
　いわき支部（松尾 活秀 支部長）は、１月26日㈭にいわき
市「パレスいわや」において、会員事業所の情報交換及び親
睦を目的に「新春セミナー」を開催した。
　セミナーには53名が参加し、来賓挨拶（いわき東警察署 
古関 隆一 署長、県トラック協会 佐藤会長）に続き、二部構
成のセミナーが行われた。
　はじめに、いわき東警察署 松本 靖則 交通課長より「運送
事業者の交通事故防止に向けて」について、続いて落語家 
林家 たけ平 氏より「落語で見るコミュニケーション」の講演
が行われた。趣向を凝らしたセミナーに参加者は熱心に聞き入っていた。

　　　 　県北支部が福島北地区交通安全協会へ寄付金を贈呈

　県北支部（蓬田 隆信 支部長）は12月21日㈬に福島市「福島
北警察署内」において、自転車のヘルメット着用促進を目的に
福島北地区交通安全協会 佐藤 吉昭 会長へ自転車用ヘルメット
の購入代金として10万円を寄付した。
　当活動は４月１日㈯から努力義務化される自転車のヘルメット着
用促進の一環として行われたもので、購入したヘルメットは福島北
警察署主導のもと地元高校などに配布される予定となっている。

　　　 　県中支部が安全祈願祭を開催
　県中支部（小野田 弘明 支部長）は１月13日㈮に郡山
市「郡山ビューホテルアネックス」において、安全祈願
祭を開催した。
　例年、安全祈願祭と賀詞交歓会を兼ねて本行事を開催
していたが、本年はコロナ禍の影響により県中支部役員
のみで執り行われた。当日は支部役員20名、事務局３名
が出席し本年の無事故・無災害を祈願した。

　　　 　会津支部が安全大会を開催
　会津支部と陸災防会津分会（菅野 高志 支部（分会）
長）共同開催の安全大会が１月14日㈯に会津若松市「ル
ネッサンス中の島」において開催され、45名が参加した。
　大会では優良管理者３名、優良従業員10名に対する表彰
式が行われ、受賞者を代表し福島運送㈱若松営業所 大関 
完治 さんが謝辞を述べ、安全宣言を全会一致で採択した。
　続いて交通事故防止コンサルタント 上西 一美 氏によ
る「管理者が知っておきたい交通事故のポイント」の講演が行われ大会を終了した。

　　　 　いわき支部が安全運転ドライバー研修会を開催
　いわき支部（松尾活秀支部長）は１月14日㈯にいわき市
「タイヘイドライバーズスクール」において会員事業所ドライ
バーを対象に通算48回目（今年度４回目）となる、安全運転
ドライバー研修会を午前・午後の部に分け開催した。
　研修会には総勢16名のドライバーが参加し、座学（動画視聴、
交通法規考査と解説）、実技（コース走行等）の講義が行われた。
 当研修会は令和５年度も年４回（４月、７月、11月、１月）開催する
予定となっている。

支部だより支部だより支部だより支　部支　部

【安全祈願祭の様子】
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陸 災 防陸 災 防

　労働安全衛生規則において、「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当
該作業の作業指揮者を定め、その者に作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
（第151条の４）」及び「事業者は、一の荷*でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に
積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に作業
を直接指揮させなければならない。（第151条の70）」と定められています。
　更に、厚生労働省の通達（基発第133号昭和60年３月13日付、基発第650号平成４年12月11日付）
で、その作業指揮者の職務を遂行するために必要な教育内容が示されています。
　本講習は、当該作業指揮者に対し、厚生労働省が示す教育カリキュラムに基づき実施する教育講
習です。尚、両作業指揮者の安全教育のカリキュラム及び内容について共通するところが多くある
ことから、当該指揮者に沿ったカリキュラムをコースにより実施いたします。
　一の荷*：作業の取り扱い対象となる１単位の重量物

　作業指揮者の職務とは、

１.講習日程・講習内容・講習料

　　　　　　　　　※Cコースは、既に「車両系荷役運搬等作業指揮者教育講習」を修了した者

２.講習会場 　福島県トラック協会　県中研修センター
  　郡山市喜久田町卸３－５　TEL.024－963－0780

３.申込方法 　受講申込書（ホームページからダウンロード）に所定事項を記入し、お申込下さい。

４.申込先（連絡先）及び振込先
 陸上貨物運送事業労働災害防止協会　福島県支部(略称：陸運労災防止協会/陸災防)
 〒960-0231 福島市飯坂町平野字若狭小屋32　TEL024-558-9011　FAX 024-559-1161
 振込先　福島信用金庫本店 普通預金 0168943「陸上貨物運送事業労働災害防止協会」

※会場の都合及び事変等により変更又は中止する場合があります。

『車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育講習』
『積卸し作業指揮者安全教育講習』の開催ご案内
『車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育講習』
『積卸し作業指揮者安全教育講習』の開催ご案内
『車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育講習』
『積卸し作業指揮者安全教育講習』の開催ご案内

車両系荷役運搬機械等作業指揮者

作業計画に基づく作業の指揮
● 作業計画の作成とその遵守確認
● 器具及び工具を点検し、不良品
を取り除く

積卸し作業指揮者（貨物自動車の場合）

● 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮
すること。

● 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
● 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせな
いこと。

● ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落
下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。

募集期間：２月１日～３月３日まで（但し、定員になり次第締切ます。）

１
日
目

令和５年
3月14日㈫
８:30～17:00
3月15日㈬
８:30～12:00

講　習　内　容
講　習　料（テキスト代・税込）

「車両系荷役運搬等作業指揮者教育」　

「積卸し作業指揮者教育（追加講習）」

Aコース
11,000円

受　講

受　講

Bコース
7,700円

受　講

Cコース
5,500円

受　講
２
日
目
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陸 災 防陸 災 防

　10月１日㈯２日㈰ 愛知県で行われた“全国フォークリフト運転競技大会”で女性の部優勝の氏家
美恵子さん（㈱日立物流東日本福島営業所）と一般の部優勝の野口 順平 さん（茨城県推薦）は、
12月12日㈪ 加藤厚生労働大臣に優勝を報告しました。
　加藤厚生労働大臣からは、大会の際に工夫した点や競技の出来映えなどについて質問を受け、お
祝いのお言葉を頂きました。

厚生労働大臣に「全国フォークリフト
運転競技大会優勝(厚生労働大臣賞)」を報告
厚生労働大臣に「全国フォークリフト
運転競技大会優勝(厚生労働大臣賞)」を報告
厚生労働大臣に「全国フォークリフト
運転競技大会優勝(厚生労働大臣賞)」を報告

陸 災 防陸 災 防

　陸災防福島県支部は、１月17日㈫、郡山市福島県ト
ラック協会県中研修センターにおいて、会員６事業場
11名が参加し第２回「安全衛生レベルアップ支援事
業」研修会を開催した。研修会は、各事業場がこれま
で取り組んできた仕組み作りの中間評価を行った後、
陸災防本部の堀野安全管理士を講師としてリスクアセ
スメントの具体的な取り組み方法について学んだ。今
回の研修会では、参加事業場の職場リーダーも加え、
先取り型安全管理手法としての「リスクアセスメン
ト」の取り組みをメーンテーマとして、グループによ
る演習を含めて熱心な討議と各グループの成果発表を行い、職場においてリスクアセスメントの取
り組みが如何に重要か認識し、更なる安全に関するレベルアップを誓い合った。

第２回「安全衛生レベルアップ支援事業」研修会を開催第２回「安全衛生レベルアップ支援事業」研修会を開催第２回「安全衛生レベルアップ支援事業」研修会を開催

【大臣を囲んで記念写真】 【歓談の様子】
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交通事故統計交通事故統計交通事故統計お知らせお知らせ

　第一当時者が県内居住の事業用貨物車の交通事故発生状況は下記の通りとなります。
　交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責務です。
　会員事業所におかれましても、プロドライバーとして、より一層の交通安全対策をお願いします。

1月 3月2月 4月 5月 6月 8月 9月

2022
年（
概
数
）

7月 11月 12月10月 合計

第一当事者が県内居住の事業用貨物車の交通事故発生状況

交通ルールの遵守、思いやり運転等交通マナーアップ　交差点での安全確認の励行　速度の抑制
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8
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0

10

7

0

7

3

0

3

3

0

3

57

2

66

発生件数

死 者 数

傷 者 数

技能講習等実施予定技能講習等実施予定技能講習等実施予定陸 災 防陸 災 防

物流セミナー

「令和４年度IT活用セミナー」及び
　　　　「トラック事業者向け先進技術展示会」

標準的な運賃活用セミナー

 9日㈭

15日㈬

24日㈮

郡山市「 ホテルハマツ」

郡山市「県中研修センター」

郡山市「ビッグパレットふくしま」

日　程 行　　事　　内　　容 開　催　場　所

２月の行事予定２月の行事予定
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